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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の四肢の少なくともいずれかひとつに巻き付けるとともに、その人体の個人情報を
保持可能なＲＦＩＤリストバンドであって、
　前記ＲＦＩＤリストバンドは、ラベル本体と、該ラベル本体に着脱可能に挿通する帯状
のバンド部と、を有し、
　前記ラベル本体は、表面に剥離剤層を、裏面に擬似接着剤層を形成し、前記個人情報を
保存可能なＲＦＩＤタグを有する第１の基材と、該第１の基材に積層され、表面に前記個
人情報を印字可能な印字領域を、裏面に接着剤層を形成し前記第１の基材の上層に剥離可
能に仮着する第２の基材と、を有するとともに、
　前記ラベル本体には、前記第１の基材と前記第２の基材とを貫通するバンド用スリット
が形成され、前記ラベル本体の前記バンド用スリットに前記バンド部を挿通してリストバ
ンドを形成し、人体の四肢の少なくともいずれかひとつに巻き付け可能であることを特徴
とするＲＦＩＤリストバンド。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明はＲＦＩＤリストバンドにかかるもので、とくに病院や遊園地などで患者や入
園者の四肢たとえば手首あるいは足首に環状にゆるく巻き付けて個人情報を表示ないし保
持するために用いられるＲＦＩＤリストバンドに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　　従来から、病院などにおいて患者の診療科、氏名、年齢、血液型などその個人固有の
識別データをリストバンドに印字して表示した上で、患者の四肢たとえば手首あるいは足
首に環状にゆるく巻き付けて、患者の特定を確実にすることが行われている。
【０００３】
　　さらに、上記個人情報を電子化して、非接触でデータの書込みおよび読取りが可能な
ＲＦＩＤタグ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ技術に
よるタグ）をリストバンドに用いることも行われている。
　　このようなＲＦＩＤタグ付きのリストバンドは、リストバンド自体としてＲＦＩＤタ
グが一体化されているため、より大量のデータを保存可能である反面、患者の外泊時や、
手術、検査などで、この取り外しが必要な場合には、これを切断して取り外すしか方法が
なく、再度のＲＦＩＤタグ発行が必要になるという問題がある。
　　とくにＲＦＩＤタグ付きのリストバンドは、プリンターなどにより印字して個人情報
を表示する通常のＲＦＩＤタグに比較してコストが高く、上記再発行によるコストアップ
の問題もある。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２４２９０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　本発明は以上のような諸問題にかんがみなされたもので、ＲＦＩＤタグ部分の再利用
を可能としたＲＦＩＤリストバンドを提供することを課題とする。
【０００６】
　　また本発明は、リストバンドのバンド部のみを交換可能とし、個人情報を保存したＲ
ＦＩＤタグ部分を再利用可能としたＲＦＩＤリストバンドを提供することを課題とする。
【０００７】
　　また本発明は、個人情報を電子化データとして保持可能であるとともに、当該個人情
報を目視可能な文字あるいはバーコードなどにより印字して表示することもできるＲＦＩ
Ｄリストバンドを提供することを課題とする。
【０００８】
　　また本発明は、再発行のコストを抑えることができるＲＦＩＤリストバンドを提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　　すなわち本発明は、人体の四肢の少なくともいずれかひとつに巻き付けるとともに、
その人体の個人情報を保持可能なＲＦＩＤリストバンドであって、上記ＲＦＩＤリストバ
ンドは、ラベル本体と、該ラベル本体に着脱可能に挿通する帯状のバンド部と、を有し、
上記ラベル本体は、表面に剥離剤層を、裏面に擬似接着剤層を形成し、上記個人情報を保
存可能なＲＦＩＤタグを有する第１の基材と、該第１の基材に積層され、表面に上記個人
情報を印字可能な印字領域を、裏面に接着剤層を形成し上記第１の基材の上層に剥離可能
に仮着する第２の基材と、を有するとともに、上記ラベル本体には、上記第１の基材と上
記第２の基材とを貫通するバンド用スリットが形成され、上記ラベル本体の上記バンド用
スリットに上記バンド部を挿通してリストバンドを形成し、人体の四肢の少なくともいず
れかひとつに巻き付け可能であることを特徴とするＲＦＩＤリストバンドである。
【００１０】
　　上記ラベル本体と上記台紙との間に、擬似接着剤層を形成していることができる。
【００１１】
　　上記ラベル本体の表面に上記個人情報を印字可能とすることができる。
【００１２】
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　　上記ラベル本体は、上記ＲＦＩＤタグを有する第１の基材と、この第１の基材に積層
するとともに上記個人情報を印字可能な第２の基材と、を有することができる。
【００１３】
　　上記ＲＦＩＤリストバンドを形成するためにリストバンド用ＲＦＩＤラベルが用いら
れる。上記リストバンド用ＲＦＩＤラベルは、人体の四肢の少なくともいずれかひとつに
巻き付けるとともに、その人体の個人情報を保持可能なリストバンドを構成するためのも
のである。上記個人情報を保存可能なＲＦＩＤタグを有するラベル本体と、このラベル本
体を仮着している台紙と、を有し、上記ラベル本体には、上記リストバンドのバンド部を
挿通するためのバンド用スリットが形成してある。
【００１４】
　　当該ＲＦＩＤリストバンドは、病院などにおける患者の特定のために使用することが
できることはもちろん、遊園地の入場券その他、個人の特定が必要な任意の場合に使用す
ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　　本発明によるＲＦＩＤリストバンドにおいては、ＲＦＩＤタグを有するラベル本体部
分にバンド用スリットを形成するようにしたので、このバンド用スリットにリストバンド
としてのバンド部を、いわゆるバックル状に着脱可能に挿通することにより、ＲＦＩＤタ
グ自体の再利用を可能とし、コストの低下および使用の融通性を拡大することができる。
【００１６】
　　とくに、台紙に仮着した状態のＲＦＩＤタグとして、任意の枚数のＲＦＩＤタグを準
備することができ、任意の形態のプリンターに装填可能であり、電子化データの保持とと
もに、印字による目視可能な表示も可能である。
【００１７】
　　とくに、バンド用スリットに挿通しているバンド部を交換することにより、ＲＦＩＤ
タグのデータをそのままにして再利用する場合、あるいはデータを変更して再利用する場
合など、ＲＦＩＤタグ部分の再利用の融通性を拡大可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　　本発明は、個人情報を保存可能なＲＦＩＤタグを有するラベル本体に、リストバンド
のバンド部を挿通するためのバンド用スリットを形成したので、ＲＦＩＤタグ部分の再利
用を可能とし、コストの低下を図ることができるＲＦＩＤリストバンドを実現した。
【実施例】
【００１９】
　　つぎに本発明の第１の実施例によるＲＦＩＤリストバンド１５を図１ないし図４にも
とづき説明する。
　　図１は、ＲＦＩＤリストバンドを形成するために用いられるリストバンド用ＲＦＩＤ
ラベル１の平面図、図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線断面図（ただし、理解の弁のため厚さ方
向を極端に厚く描いてある）であって、リストバンド用ＲＦＩＤラベル１は、帯状の台紙
２と、台紙２上に複数枚仮着しているラベル本体３と、を有する。
【００２０】
　　台紙２とラベル本体３との間には、擬似接着剤層４（図２）を形成してある。
　　この擬似接着剤層４を形成することにより、リストバンド用ＲＦＩＤラベル１の状態
ではラベル本体３が台紙２に貼り付いていて台紙２がラベル本体３を保持可能であり、台
紙２からラベル本体３を一度剥がすと、擬似接着剤層４の貼付け活性が低下して、通常の
手段では再度の貼付けが困難であり、ラベル本体３単体としての取扱いに支障がないよう
にしてある。
　　なお、台紙２の裏面側には、位置検出用マーク６をあらかじめ印刷してあり、任意の
プリンター（図示せず）に装填して印字を行うときの位置検出に用いる。
【００２１】
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　　ラベル本体３は、電子化した個人情報を保存可能なＲＦＩＤタグ５を有するもので、
とくに図２に示すように、裏側基材７と、表側基材８と、両層の間の接着剤層９により接
着したＲＦＩＤインレット１０と、を有し、ＲＦＩＤインレット１０がＲＦＩＤタグ５を
その内部に収容している。裏側基材７および表側基材８は、タグとしての十分な剛性を有
する材料からこれを構成するとともに、とくに表側基材８は、その表面に印字可能な特性
を有するものである。
　　さらに、ラベル本体３では、ＲＦＩＤインレット１０の部位を避けて、左右一対のバ
ンド用スリット１１を所定長さにわたって形成してある。このバンド用スリット１１は、
ラベル本体３のみを貫通（いわゆるハーフカット）してこれを形成してもよいし、図２に
仮想線で示すように、台紙２まで貫通（いわゆる全抜き）した状態でこれを形成すること
もできる。
【００２２】
　　ＲＦＩＤタグ５は、所定の波長を有する電波により非接触でデータの書込みおよび読
取りが可能なタグであって、図１に示すように、ＲＦＩＤタグ５は、ＩＣチップ１２と、
アンテナ１３と、を有し、ＩＣチップ１２内に所定量のデータ（個人情報）を書き込んで
保持可能であるとともに、このデータを読み取り可能である。
【００２３】
　　なお、ラベル本体３における表側基材８の表面（印字領域１４）に所定の個人情報を
目視可能な文字あるいはバーコードなどにより印字可能であるが、この個人情報は、ＩＣ
チップ１２内のデータに対応した固定情報あるいは可変情報である。
【００２４】
　　こうした構成のリストバンド用ＲＦＩＤラベル１を用いてＲＦＩＤリストバンド１５
を作成使用する場合を、図３および図４にもとづき説明する。
　　図３は、ＲＦＩＤリストバンド１５の平面図、図４は、台紙２からラベル本体３を剥
離した状態を示す図２と同様の断面図であって、ラベル本体３の左右一対のバンド用スリ
ット１１に帯状のバンド部１６を挿通してラベル本体３と一体化するとともに、その端部
を固定具１８により固定することにより、人体の四肢の少なくともいずれかひとつ（たと
えば手首Ｈ）に巻き付ける。
【００２５】
　　かくして、ＲＦＩＤリストバンド１５としての使用が可能であるとともに、患者の外
泊時などには、バンド部１６の切断あるいは固定具１８の破壊などによりバンド部１６を
取り外した場合に、ラベル本体３の部分を保存しておいて、再来のときに新たなバンド部
１６をラベル本体３のバンド用スリット１１に挿通してＲＦＩＤリストバンド１５として
再生が可能である。
　　したがって、ＲＦＩＤタグ５付きのラベル本体３を無駄にすることなく、再生のコス
トもバンド部１６のみの分でよく、コストダウンが可能である。
　　もちろん、ＲＦＩＤタグ５におけるＩＣチップ１２のデータをすべて消去して、新た
なＲＦＩＤタグ５として新しい個人情報を書き込むことも可能である。
【００２６】
　　なおリストバンド用ＲＦＩＤラベル１は、上述のようなラベル本体３を帯状の台紙２
に複数枚仮着した構成であるため、任意のプリンターに装填して印字領域１４に必要な個
人情報を連続的に、かつ必要に応じて印字することができる。
【００２７】
　　図５は、本発明の第２の実施例によるリストバンド用ＲＦＩＤラベル２０の図２と同
様の断面図であって、リストバンド用ＲＦＩＤラベル２０は、前記帯状の台紙２と、台紙
２上に複数枚仮着しているラベル本体２１と、を有する。
【００２８】
　　ラベル本体２１は、前記ＲＦＩＤタグ５を有する第１の基材２２と、この第１の基材
２２に積層するとともに個人情報を印字可能な第２の基材２３と、を有する。
　　第１の基材２２は、図２に示したラベル本体３と事実上同様の構成であって、前述し
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たように、擬似接着剤層４付きの裏側基材７と、表側基材８と、両層の間の接着剤層９に
より接着したＲＦＩＤインレット１０と、を有し、ＲＦＩＤインレット１０がＲＦＩＤタ
グ５をその内部に収容している。なお、第１の基材２２の最上層に剥離剤層２４を設けて
いる。
　　第２の基材２３は、第１の基材２２の上層に仮着しているもので、最上層基材２５と
、最上層基材２５の裏面側の接着剤層２６と、を有する。
　　最上層基材２５の表面に印字領域２７を設けて、個人情報（ＩＣチップ１２内のデー
タに対応した固定情報あるいは可変情報）を印字可能としている。
　　さらに、前述のリストバンド用ＲＦＩＤラベル１（第１の実施例）と同様に、ラベル
本体２１を貫通して、あるいはその台紙２まで貫通して、前記バンド用スリット１１を形
成してある。
【００２９】
　　こうした構成のリストバンド用ＲＦＩＤラベル２０においては、台紙２からラベル本
体２１を剥離することにより、既述のラベル本体３と同様にして、ＲＦＩＤリストバンド
を構成することができる。
　　ただし、ＲＦＩＤタグ５付きのラベル本体２１の再利用にあたって、第２の基材２３
の部分を第１の基材２２から剥離するとともに、新たな第２の基材２３を第１の基材２２
に貼り付けることによって印字領域２７の印字内容を変更可能であり、電子化データの変
更ないし新たな書込みとともに、さらに再利用の態様がより広い、融通性を持たせたリス
トバンド用ＲＦＩＤラベル２０とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１の実施例によるＲＦＩＤリストバンドを形成するために用いられる
リストバンド用ＲＦＩＤラベル１の平面図である。
【図２】同、図１のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】同、ＲＦＩＤリストバンド１５の平面図である。
【図４】同、台紙２からラベル本体３を剥離し、バンド部１６を取り付けた状態を示す図
２と同様の断面図である。
【図５】本発明の第２の実施例によるＲＦＩＤリストバンドを形成するために用いられる
リストバンド用ＲＦＩＤラベル２０の図２と同様の断面図である。
【符号の説明】
【００３１】
　１　リストバンド用ＲＦＩＤラベル（第１の実施例、図１～図４）
　２　台紙
　３　ラベル本体
　４　擬似接着剤層
　５　ＲＦＩＤタグ
　６　位置検出用マーク
　７　裏側基材
　８　表側基材
　９　接着剤層
１０　ＲＦＩＤインレット
１１　バンド用スリット
１２　ＩＣチップ
１３　アンテナ
１４　印字領域
１５　ＲＦＩＤリストバンド（図３、図４）
１６　バンド部
１７　固定孔
１８　固定具
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２０　リストバンド用ＲＦＩＤラベル（第２の実施例、図５）
２１　ラベル本体
２２　第１の基材
２３　第２の基材
２４　剥離剤層
２５　最上層基材
２６　接着剤層
２７　印字領域
Ｈ　　手首

【図１】 【図２】

【図３】
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